
galla， sarI.ghaにおける会議

-8  吋 hamma sabhaの場合一

武田 龍

ゴ タマ・プッダ(Gotama Buddha )の生存年代と推定される西紀前

5・6世紀のインド古代社会は 2つの際立った特徴を呈している。

(1) 2種の政体すなわち君主制と共和制の政体が存在したこと
(1) 

(2) 新興の国家と，それ以前の段階にある氏族制社会が並存したこと

この 2つの特徴は，氏族市民士会の崩壊という事実を媒介として， 相互に密接

な連関をもっO 限界を迎えた氏族制とそれに代わるべき国家の出現。更に，

根底から矛盾する国家と氏族制社会との不可避的対立は，計り知れぬ不安を

もたらし，その不安と動揺のなかから，新しい救済理念の模索が開始された

のであった。

仏教成立の客観的具体的な条件を分析するための重要な鍵は，このような

氏族制社会の崩壊にあり，仏教の発生が，再びそのような社会のやってくる

ことのなかった氏族制社会に本源的基盤をもつものであったことは，宮坂宥
(2) 

勝博士がすでに主張されている O

当時の共和制社会は， gaQa， sanghaなどと呼ばれる。共に「多数の集

合 Jを中心概念とする語である O

[しかしながら，否定されるべきことは， ganaという語が，かつて，

これら(国家)を意味していたということであるO 社会組織の発展は， イ

ンド全土を通じて単一ではなかったO 部族(t r i be s )は，いつも国家の

周辺に存在したO そして，初期においてさえも，部族段階(t.r i ba 1 

s tage )を離脱した国家は，彼らの部族的隣人に言及するために何らか

の語を使用せねばならなかったO 彼らが使用した語は， gana， vrata， 

l 
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puga， sangha，五reIJiであったO これらの語は，彼ら自身の祖先の間

で流布していたので，これらの語を彼らが発明する必要はなかったのであ

る。文法的資料は，これらのサンガが非君主的 Cnon-monarchical) 
(3) 

であったことを知らせる。J

これらの ganasangha は，氏族制社会が極めて高度の段階に発達した

ものと考えてもよい。奴隷所有や貴族制への転化などさまざまに歪みつつ，

変質を余儀なくされていたが，変質しながらも，その社会組織に氏族制の要

素を濃厚に保持していたからであるO つまり，氏族制の本質的特徴は，その

氏族(or部族)会議にあり，それは氏族 Cor部族)会議が最高の権威を

有することに現われる。これらの gana，sanghaにおいては，そのまま共

和制社会の特徴である合議制として保存されているからである。このような

gana， sanghaは，発達段階に応じた形態上の相違はあるにしても，その

根底には，血縁に基礎を置いた同族意識が存在しており，共同性は強固なも

のであった。

この合議制は，新興の国家組織とは対立するものであったQ なぜならば，

氏族制社会が，不和や争いなどの問題をそれに関係するものの全体で決定し

たのに対し，国家は，その時々の当事者たちの全体から離反した公権力をも

って決定したからである。それゆえに，公権力を奪取した国王 Crajan ) 

が若臨する君主制国家と氏族制社会とは，最も鋭く対立したのであった@

彼らの集会は， san thagara C公会堂)で開催されたO

sambahula Sakya c'eva Sakyakumara ca santhagare 
(4) 

uccesu asanesu nisinna honti 

「多くのサキヤ族の大人と童子たちが，サンタ ガ ラの高い座に坐って



いた j

と伝えられる如く，老いも若きも同じく会議に参集したの RhysDavids 

は，この santhagaraが宮廷の会議室には決して使用されない用語である
(5) 

ことを指摘した。
(6) (7) 

文献は，サ キヤ族はカピラヴァットゥに，マッラ族はクシナ ラ に，
(8) 

リッチャヴィ族はヴェ サーリ に各々サンターガーヲをもっていたことを

伝える。

3 

それでは，会議はどのようなものであったのか。 Digha← Nikaya所収の

(9) .. .. (l~ 
2つの経典"J anavasabha-suttan ta" "Maha-Govinda-sut tanta" 

に描かれる諸天の集会は，氏族制j社会の会議をモデルにしたものと考えられ

る。本稿は，それらの経典をもとに会議の輪郭を浮き彫りにし，可能な限り

の復元を試みるものである。

引用パーリ文の頭に附した数字は. <)はMaha~Gov i nda~So 
口は Janavas旦bha-Soのparagraphnumberである。

< 2 )匝

kevalakappa ca deva Tavatil11sa Sudhammayarp sabhayarp 

sannisinna honti sannipatita， 

「すべての三十三天は， S udhamma s abha に集会し，共に坐ったoJ 
O章一

集会あるいは集会の行われる場所を示す語は多い。ここに現われる sabha

は， 『リグ・ヴェ一一ダ』以来人民集会を示し，またその場所も言う。古くは
同

女性も参加したが，家父長制が強化されるに従って，女性は除外されていっ
同
たO

sannipatitaは， sannipatati(集会する)の過去分詞形で，寄り集った人

を言い，目的は会議を行うことにあったO 語根sam-ni可 /patからの派生語

sannipataは， ヴァッジ族 (Vajjl)のi七不退法J( satta apari 
(14) 

han i ya dhamm a ) の第一条の主題とされるほど重要な概念を有したo

YavakIvan ca Ananda VajjT abhinham sannipata 

sannipata-bahula bhavissanti， vuddhi yeva Ananda 
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(1$ 
Va j jI na1!l P瓦!i kaukho no par i han i • 

「ヴァッジ族は，しばしば集会し，多くの人々が集会する O そうである限

り，ヴァッジ族の繁栄が期待され，衰退はないであろう。 J

冒頭に sannipataを主題とする条項が掲げられていることから，モノレガ

ンが指摘したごとく，氏族制社会における会議は何ものにも優越する権威を

もっていたことが確認できる。ここで標傍される会議の重要性は，会議に象。。
徴される彼らの共同体への賞讃にほかならない。この七不退法を. Iある時，

わたしがヴェーサーワーのサーランダダ・チェーティヤ (Sarandada ce一

t i ya ) に住した時に，そこでヴ 7 ツジ族にこの七不退法を説いた Jと仏

典が伝えていることは，ヴァッジ族のみならずコ ダマ・ブッダもまた氏族

的思惟を継承するものであったことを表明している O

mahat工 cadibb互 paris互 samantatonisinn互 honti，

catt互roca Mah瓦r瓦j5catuddis瓦 nisinn瓦 honti.

Puratthim五yadisaya Dhataraちゃo Mahar可瓦 pacchab-

himukho nisinno hoti deve purakkhatv瓦. Dakkhil}aya 

disaya Viru!hako Maharaja uttarabhimukho 凶 sinno

hoti deve purakkhatv瓦. Pacchim瓦yadis瓦yaVirupak-

kho Mah瓦r瓦j5puratthabhimukho nisinno hoti deve 

purakkhatva. Uttaraya disaya Vessava~o Maharaja 

dakkhi:t;abhimukho nisinno hoti deve purakkhatva. 

Yad瓦 bhantekevalakapp瓦 cadev五T瓦vatims瓦 Sudham-

maya~ sabhay~ sannisinna honti sannipatita， 

mahatl ca dibba parisa s創 nantatonisinna honti， 

catt互roca mah瓦rajacatuddisa nisinn瓦 honti，ida~ 

tesa~ hoti asanasmi~ ， atha paccha amhak~ asana~ hoti. 

|大いなる天衆は一切方に坐ったo iill天:Eは四方に坐った。持国天王は東

方に西面して諸天を前にして坐り，増長天王は南方に北面して諸天を前にし



て坐り，広目天王は西方に東面して諸天を前にして坐り，毘沙門天王は北方

に南面して諸天を前にして坐ったO これが彼らの坐法である。そして後にわ

れわれの座がある。 J

5 

この会議の模様は"J anavasabha-So "では毘沙門天王が語るのを面

前で受けた Janavasabha なる夜叉(yakkha)によって，また "Maha-

Gov i nda _SO "では，三十三天の面前で聞いた Pancasi kha Gandhab ba 

put ta によって，それぞれ世尊(Bhaga van t )に告げられたことになっ

ているOさて， Janavasabha yakkhaが， I私が毘沙門天王の各属とし

て生まれたのは，これで七回目である J(IdalJl sattamrup kho ahalJl 

bhante Vessavanassa mah瓦r互jassasahavyatal!l 

uppajj函ni) と言っていることから，他の三天王の巻属の存在?ま

たGandhabbaと各属関係にある天王の存在が予想される。

同じく『長部」経典で， I十方世界より多くの諸天が世尊とビク・サンガ

を見んがために集合した J (dasahi ca loka.目 dh互tUhi devata 

yebhuyyena sannipatit瓦 hontiBhagavantぉ?dassan瓦ya

bhikkhu-srupgha己ca) ことを描く "Mah五-5創 naya-

suttanta" (DN.20.9) は次のように伝える。

Puriman ca dis~ raj瓦 Dhatarat!hopasasati， 
Gandhabb瓦n釦p瓦dhipatiMaharaja yasassi so・

Putt瓦 pi tassa bahavo lnda-n忌n瓦 mahabbal瓦，

lddhimanto jutlmanto vannavanto yasassino， 
Modaman瓦 abhikkamumbhikkhunam samitim vanam. 

「持国天王は東方を治める

彼はガンダッパ族の長にして，名声ある大王である

彼には多勢の息子があり，皆インダという名前で大力がある

神通を有し光輝あり，容色あり，名戸あり，歓喜しつつ進んで来た

ビクたちの森の集会に」
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Dakkhi?an ca disapr五五 Vi而~ho t~ pasasati， 
kumbhap頃n叫1 瓦dhipatiMahar瓦j瓦yasassi so. 

(以下同文により略す)

「増長天王はかの南方を治める

彼はクンパンダ族の長にして，名声ある大王である J (以下略)

Pacchiman ca dis~ r瓦j瓦 Virupakkhopas五sati，
Nagan勾1 va adhipati Maharaja yasassi so・

「広呂天王は西方を治める

彼こそはナーガ族の長にして名声ある大王である j

Uttaran ca disapr瓦j瓦 Kuverotam pasasati， 
Yakkh瓦namva互dhipatiMah五r瓦j五yasassi so・

「多聞天王はかの北方を治める

彼こそはヤッカ族の長にして名声ある大王である]

北方の天王を"J anavasabha-SollはVessavanaとするのに対して他の

二経典はKuveraと異なった名前を伝えるが. VessavanaはKuveraの

。ヵー
別名であるから，文献の記述は一致し，同ーの天王を指している。

Ye te bhante dev瓦 Bhagavati brahmacariyam caritv瓦

adhun-uppanna Tavati~sa-kaya ， te anne deve atirocanti 

• 
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Tena sudam bhante dev瓦

Tavati守saattaman瓦 hontip剖1Udita plti-somanassa-

j瓦t瓦: "Dibb瓦 vatabho k瓦y亙 paripurenti，h瓦yanti

asura-kaya ti." 

it!t尊の許で死行を行じて三十三天の集まりに新しく生まれたかの諸天は，

容色によって名声によって他の諸天に輝き勝る。それゆえに実に，三十三天

は， r実に天の集まりは円満となり，アスラの集まりは減損する』と，意に

適い，喜び，喜悦したO j 



7 

く3>岡
三十三天の歓喜を知って，天主帝釈(Sakka devanam i nda )は偽を

もって随喜したO

< 4 > 

天主帝釈 "Iccheyy瓦thano tumhe maris五... sotun ti?" 

「わが友らよ，汝らは・・・・・聞くことを欲するか?J 

三十三天 "Iccheyy扇namayam marisa •••• sotun ti." 

「わが友よ，私たちは・・・・・聞くことを欲する。」

天主帝釈によって，会議の議題が示されたO

< 5 >く 12> 

Tam kim mannanti bhonto dev瓦目vatimsa?

「貴君たち三十三天は， どう考えるか?J 

天主帝釈が，議題の内容を説明する。

く13> 

Tatra kho bhante ekacce dev瓦 eVaJ百五hamsu:一一一一一一一
「そこで，ある天たちはこう言った」

天主帝釈の提出した議題について，意見が交わされ討議が始まるO

Ekacce dev五 evam瓦hamsu:一一一一一一

別の意見が出されて討議は進展するO

Ekacce deva evam ahamsu: . 
更に他の意見が述べられ，討議は深まり煮詰まってゆく。やがて， ーつの

意見に集約される。
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< 14 ) 

Evam vutte bhante Sakko dev瓦namindo deve 
-Tavatimse etad avoca: 

「かく言われた時に，天主帝釈は三十三天にこう言ったoJ 

ここに結論を得るに至る。

回
yen' atthena dev瓦 TEivatipslえSudh訓 m瓦yal!1Sabhaya'11 

sannisinn五 honti sannipatita， tal!1 attha'!l cintayitva 

t~ atth~ mantayitva vutta-vacan瓦 pi tap cattaro 

Mah訂可否 tasmi弔 atthehonti， paccanusi~~ha-vacan瓦
pi t創 ncattaro Maharaj瓦 tasmi~ atthe honti sakesu 

瓦sanesuthit瓦 avippakant瓦.

「三十三天は，スダンマ ・サバーに集会し，共に坐ったその目的を考え

て，相談し終わって，四天王はその目的に関して語られ教えられた言葉を受

けて，各自の座を離れずに居た。」

Te vutta-vakya rajano patiggayhInus五sanim※

Vippasanna寸 nana sant五 aE!haIpsu samhIEsane t i. 

「彼らラージャンたちは，語られた言葉から教訓を掲げて

心清浄なるまま各自の座に居た j

※異本にある paggayhaO に依る O

この g瓦thaの raj五noは四天王を指すのであろうか。四天王であれば，

catt三roMaharajaと表記される筈である。仏教では四方守護の目的で

重要視されてきた神格であるため，その原型がどうであれ， i四天王 jであ

るならば， {四 jという数とは切り離せないものである。前後を見渡しても

rajanoで四天王を表わす箇所はないことから，この rajanoは，四天王と

は別のものと考えるべきであろう。この gathaは，前後の散文が構成され

た時期よりも古い年代に属し，神話化されることなく suttanta内に採用
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されたのではなかろうか。そのために事実をより J忠実に保存しているもの

同 一ー
と考えられる。とすれば， rajanoは誰を指すのか。それは， Sudhamma 

sabh互に集会して討議を行った者たちにちがいない。他ならぬ三十三天

deva Tava t imsaであるO

それでは，複数の rajanが一所に会するようなことがあるだろうか。

文献の他の筒所の記述からも，複数の rajanの集合した事実を確認でき

る。たとえtま，

puratthini五yadis亙yapatiraj互note r互j五namMah互ー
(19) 

Sudassan~ upas~kamitva evam忌la干su

「東方から敵王たちが，かの大善見王に近づいてこう言った J

Ete c'anne ca r瓦j瓦nogandhabb五 sahar五jubhi側

「これらとその他の諸王と，諸王と共なるガンダッパ族 J

このような rajan を伝える別の資料を挙げてみよう。

r瓦j五nonama pathavy五 r五j瓦 padesar互jama守4aIik五

antarabhogik瓦 akkhadass瓦 mah忌natt五 yeva pana 

chejjabhejj抑制lUsasanti ete r瓦janon面 la.

「ラージャンとは，大地の主・地方主・群主・下位の族長・法官・大臣，

断罪を可る者，これらをラージャンと名づける。 j

ここでは，断罪を司る者がr瓦janであるとして， 6種類の rajanを列

挙する。それらの名称を見ると，固定された単一の地位ではなく，一定の司

法権を有する雑多な役職者が皆 rajan と呼ばれていることに気づく。

C ha t t opadhyayaは「リグ・ヴェーダ」の irajanたちがサミティに集

会するごとく J(rajãna~ sami tav iva) (RV. X. 97.6) 

という詩句から次のように述べる。

「明らかに， raJanたちは，われわれの感覚でいう若主ではありえな
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い。なぜなら，複数の彼らが集会に集合することはどんな場合にもありえ

ない。そして，かれらが君主でなければ，かれらは戦争合長(war 

chiefs)にちがいない。かれらが戦争信長であるならば，かれらのサミ

ティは，酋長たちの部族会議 (thetribal council)にちがいなく，

その最も重要な機能は，すでに見たごとく，部族戦争を指揮することであ
凶

ったoJ 

また， rajanは選挙によって選ばれていた。

tv互m viso vrnat瓦m rajy互yatvain imah pradi~ah 

pa品cadev1h (Atharva Veda， III.ι.2) 
「人々は汝を王位に選んだ，この四方と五人の女神とは汝を j

"Agga五五a四 suttanta" (DN. 27.20-21)によれt式 懲 罰

権を委託するについて，人々は， !私たちは 1人の人物を選んではどうか J

(yan nuna mayam ekam sa t tam sammanneyyama) と相談して，

彼らのうちで一層殊勝であり一層美しく一層心の清浄な一層偉力ある人物が

選ばれたことを述べた後で， I大衆によって選ばれた者 J(mahaJana 

sammata)の別名が rajanであったと伝える。選挙は彼らの会議におい

て行われ，こうして選出された rajanは， Chattopadhyaya が主張する

ように，君主制国家の国王 (rajan)とは全く異質な存在であることを確認

しておきたい。

このことに関して，少し釦， く2)園の散文に現われる「世尊の許で驚

行を行じて三十三天の集まりに新しく生まれたかの諸天は，容色によって名

声によって他の諸天に輝き勝る。 J (Ye te bhante deva Bhagavati 

brahmacariya~ caritva adhun-uppann五 Tavatimsa-k互y互，

te a品品e deve atirocanti vannena c'eva yasasa ca.) 

という奇妙な記述が伝えるものを付記しておきたい。

世尊の許で党行を行ずることは， ビクにとって，プッダを憶念する気持と
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相侠って，最高のものであり，何ものにも優先するものであった。氏族制社
(23) 

会においては，それに匹敵するものは会議にほかならないので， Bhagavat i 

brahmacariyam cari tvaは，会議を経ていることを示すと解しうる。

あるいは， var:r:a， yasas との関係において読めI;f~ 他に優る var}l}a， yasasを

有する理由としてBhagavat i brahmacar i yam car i tvaが挙げられているこ

とから，身に備えた優秀なる能力のゆえに新しく生まれた (abhun-uppann五)，つ

まり選出されたrajanの存在を示すものとも考えられるO

この奇妙な文の内容の理解は，これだけでは不充分であり，以後の展開を

侠たねばならないが，いずれにせよ， rajan は会議により選出されたので
(24) 

あり，後者に解すれば，モルガンの言う普通信長に直結する表現といえる。

< 15 >圃
uttar瓦yadis瓦yau!瓦roaloko sa品jayi obhaso p瓦tur

ahosi atikamm'eva dev瓦namdevanubh瓦vam. Atha 

bhante Sakko devanam indo deve T瓦vatimseゐnantesi:

"Yath亙 khomaris瓦 nimitt亙 dissanti aloko sanj瓦yati

obh瓦sopatu bhavati Brahm瓦 p瓦tubhavissati. 

Brahmuno et~ pubba-nimitta~ patubh瓦vayayadidam 

aloko sanjayati obhaso patu bhavatiti. 

Yatha nimitta dissanti， Brahma patu bhavissati， 

Brahmuno h'et~ nimitt~ obhaso vipulo maha ti. -
H司dev孟 Tavatims瓦 yath瓦 sakesuasanesu nis1dimsu: 

"Obhasam etam nassama， yam vipako bhavissati， . . 
sacchikatva va naJIl gamissamati." Cattaro ca -
Maharaja yatha sakesu asanesu niSldimsu: "同". 
Id~ sutva deva Tavati~sa ekaggata sam瓦-pajjimsu:・.
"同"
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「北方から偉大なる光明が生じ，輝きが顕われ，諸天の威神力を凌駕した。

天主帝釈は三十三天に呼び、かけた。Irわが友らよ，徴相が見られ光明が生じ

輝きが顕われる時，発天が現われるに相違ない。光明が生じ輝きが顕われる

のは，楚天顕現の前相である0'"

徴相が見られる時焚天は出現するに相違ない

偉大な輝き，実にこれは焚天の徴相である

三十三天は， 『果報があるにちがいないこの輝きを知りたい。実見して，

それを了解しよう。」と各自の座に坐った。四天王も同様に IF (同文により

略)'"と各自の座に坐ったO これを聞いて，三十三天は IF(略)'"とー境に

到達した。]

顕われて，諸天の威神力を凌駕する輝き (obhasa) とは，彼らの共同性

の表現にほかならない。彼らは，血族の紐帯によって相ともに結合された同

胞であった。たとえ優れた能力を有するといえども rajan に対する共同体

の優越は確たるものであり，それは会議で発現されるのである O ところで，

先にく 13)で述べられたように，会議では議題をめぐり討議が行われ，す

でにく 14)において結論が得られている。議題に関する実質的な討議は終

了しているのである。それなのに，ここに至って顕われた obhasaとは何を

意味し，また "Obh瓦sametam nass瓦"ma， yam vipako 

bhavissati， sacchikatva va n~ gamiss忌na"という発言

は何を伝えているのであろうか。

gatha が言わんとするもの，それは共同性の根幹たる部族法の存在であ

る。部族法が如何なるものか，ヴァッジ七不退法第三条が適確に表現する。

Y瓦vaklvanca Ananda Vajjl apannattam na panna-

pessanti， pannatt創 nna samucchindissanti， yatha 
(2ラ)

pannatte porave Vajji四 dhammesam瓦d瓦yavattissanti， 



「ヴァッジ族は，いまだ定められないことを定めず，すでに定められたこ

とを破らず，往昔に定められたヴァッジ族の法に従って行動する。」
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Vaj j i -dhammaが古来からの慣習法であることは明らかである。自然

発生的な慣習の集積である慣習法つまり部族法は，決して成文化されること

なく，またその必要もなく，自然のうちに氏族制社会を支配している。そし

て，全体を反映するという点において，部族法は国家的律法と対立する。な

ぜなら，国家的律法には，法定者U限定者の存在が認められ，外的強制力を

伴うからである。部族法は，通常何らかの宗教的外被を伴った道徳意識とし

て現われ，共同体の同族意識を根底から支え，また共同体の外枠を維持する

のである。

それゆえに. obhasaはBrahman との関係において語られるのであるo

gath瓦の内容が理解できれば. "Obh瓦sanetapftass函na，Y8J!l 

vipako bhavissati， sacchikatv亙 vanam gamiss函na"

もおのずから明らかになる。

会議で討議されて得られた結論が，彼らの部族法に適合するものか否かを

確認する必要がある。抵触するものであれば，結論は放棄され，再議に付さ

れることになろう。確認の作業を要求しているのである。

< 16 >回

Yad瓦 bhanteBrahm瓦 SanamkUm瓦rodevanam T五vatim-

s瓦na乎 P瓦tubhavati， olarika守1attabhEvapabhinim-

minitva patu bhavati. YO kho pana bhante Brahmuno 

pakati-va:tJ子o anabhisambhavani.Yo so devanaf!1 

T瓦vati f!1s盈1~ cakkhu-pathasmif!1・ Yadiibhante 

Brahm亙 Sanamkum瓦rodev瓦namT瓦:vatimsanamp五tu

bhavati， so anne deve atirocati vannena c'eva 

yasasa ca. Seyyatha pi bhante sovanno viggaho 

manusam viggaham atirocati， 
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「常童楚天が三十三天に対して出現する時には，粗なる形を化作して出現

するO 実に，発天の自然、の容貌は，三十三天の視界に入らない。常童書E天が

三十三天に対して出現する時には，彼は容色と名声によって他の諸天に輝き

勝る。たとえば，黄金体が人間体に輝き勝るように」

部族法は血縁共同体そのものであり，普段は意識されることなく，静かに

共同体を支配しているが，個別の問題に対応して現われる時には，否応なく

共同体を規制することを伝える。

< 17 >岡

Modanti vata bho deva T瓦vatimsasahindak瓦，

Tath~証gatam namassant五 dhammassaca sudhammatam， 

Nave va deve passant亙 vannavanteyasassino， . . 
Sugatasmim brahmacariyam caritvana idhagate. 

/'- -
Te anne atirocanti vannena yasasayuna 

ー ん /'- -

Savaka Bhuri-pannassa visesupagata idha. 

Idam disvana nandanti Tavatimsa sahindaka. ・ .
Tathagatam namassanta dhammassa ca sudhammatan ti. 

「帝釈と共なる三十三天は実に歓喜する

如来と法の善法性とを礼拝しつつ

善逝のもとで発行を行じてここに来たれる

容色と名声を具えた新来の諸天を見つつ。

容色，名声，寿命によって他の諸天に輝き勝る

広慧者の声聞として特にここに来たれる者は

これを見て，帝釈と共なる三十三天は歓喜する

如来と法の善法性とを礼拝しつつ J

この dhammaは部族法である。それにともなって，看過しがちであるが，

t a thaga ta. sudhamma t五も氏族制社会の共同性との関連において理解
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されるべき用語であることに注意しておきたい。

このような共同性ー一一氏族制社会では血族の紐帯に基く一一一を媒介として

維持される共同体の内部では，各成員聞の平等が基本的原則となって最優先
(26) 

され，成員には規制!と保護が加えられるO これは慣習として発現し，共同体

内部と外部とのl峻別を導く。外部からの侵害や撹乱に対しては，共同体全体

が防衛にあた町，各成員は，援助・防御・救済という相互的義務を負い，そ

れによって，共同体は外部に対して封鎖されるのである O

< 18 >圃

Yatha-parisap kho pana bhante Brahma San~kumaro 

sarena vinnapeti， na c'assa bahiddha parisaya 

ghoso niccharati. 

「常童焚天が集会に声をもって知らせる時，この集会の外には音声は出な

い。 J

共同体の外枠が示される。この外枠こそ共同性の端的な表われであり，ま

さしく部族法によって維持されるのである。部族法は外枠を越えて効力を発

揮することはないことが確認できるO

"Maha--Govinda-So 
" < 19 >ーく 27>， "J anavasabha -S~ " 

@]-図は，前者が天主帝釈から驚天に，後者が究天から三十三天tこ語られ

るという相違はあるが，この箇所は，討議内容を部族法に確認する作業を示

すものであるO 天主帝釈が述べるのを開いた驚天は意に適い，喜び，喜悦し

た (BrahmaSanamkumaro a t tamano hot i pamudi to Plt i 

somanassa-jato) のであるから，その適合性は確認された。このよう

にして確認作業は完了し，会議の決定は承認きれたのであった。

以上，進行に沿って会議をスケッチしてみたO 会議の輪郭を更に鮮明なも

のにするために，いま少し考察を加えねばならない。
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参集した者たちを挙げてみよう。

dev瓦 Tavati~sa ， mahati dibb瓦 paris瓦， catt瓦ro

Maharaja と， Pancasikha Gandhabba-putta および

Janavasabha yakkha という四天王の各属(Sahavyata )たちで

ある。

これまでに確認できたことをまとめてみると，

・gath瓦から， devaは実際の会議における r瓦jan が投影された

もの

• dev瓦 T瓦vatimsaの中に Sakka devanam inda という議

長格の存在が含まれる

•. Tavatimsa-kaya という devaの集団を表わす語が用いられ

ている

また会議の進行を通して一つの事実に注目したいo mahat証 dibb五

parisa， cattaro Mah瓦r瓦j瓦 およびその春属が周囲を取り巻いて

坐っているにも関わらず，討議は見事に devaTavatims瓦だ、けで展開さ

れていることである。議題の提示<4 > ，説明く 5)一<12 )，討議<13)， 

結論 114〉， そして確認作業(19 )一<27 >に至る一連の流れは，す

ベて devaT瓦vatimsaが担当している。

( 15 )聞で四天王の考えを聞く様子は，紛れもなく代議制の図である。

そして devaである rajan は議員にちがいないことがわかれば，

< 2 >圃で疑問を残した点は解決できる。 長 vatil11sa-同ya とは議

員聞のことであり， adhun-uppanna は新しく議員に選出されたことを

言うのである。

次に，三卜三天を取り巻いて坐った周囲の状況に目を転じよう。

「四天王の考え Jとは何か。ここに至って浮かび上がった代議制の構図の

下では， I四天王の考え jとは，単に四天王のみではなく，その各属を含め

たものを指すことになり，逆に，主体は各属の方にあることに気づかねばな
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らない。つまり，四天王は，毛筆属の包括的表現なのであり，四天王の存在自

体は舗の刷こ含まれると考えてさしつM な山J。会議は腕問ま

なく，春属によって防衛されたのであり，三十三天は周聞の谷属の影響の下に

あったのである。なぜならば，三十三天は彼らの代議員であったからであり，

会議こそが共同体を代表し，究極の権威を保持するからである。幸子属が文献

の表面になかなか現われないのは，容属の存在を過少評価したからではなく，

文献が伝えるこのような会議を有する社会においては，容属の存在は特に述

べる必要のない至極当然なものであったからにちがいない。巻属とは，自余

の氏族員のことである。

「すべての三十三天はスダンマー・サノTーに集会し共に坐った」と伝えら

れる会議は， devaが r瓦janであることから，氏族の代表である r瓦jan

により構成されていたO そして，その周囲を部族員たちが囲んで(mahati 

ca dibba parisa samantato nisinn五 honti ) ，公開

の会議が開催されたのであった。会議は，議題に端的に表われているごとく，

「衆生の有益のため，衆生の安楽のため，世間への憐患のため，天人の利益・

有益・安引楽のために行われた J( bahujana-hi taya patipannam 

bahujana-sukhaya lokanukampak瓦yaatth瓦yahitaya 

sukhaya deva-manussan~ )のである。会議の決定は. deva 

Tavati~sa ekaggata sama-pajji~su と伝えるように満場一

致を必要としたのであった。

このことは，モルガンの次の指摘とも符合する。

「部族は氏族の酋長から構成される会議によって代表された。それは社

会制度の永久の特徴であり，部族に対して究極の権威を保持するのであ

ったO それは，全員に知らされている情況の下に召集され，民衆のさなか

に開催され，彼らの雄弁家に開放されたのであるから，一般民衆の影響の

下に行動したことは確実であったo その形態は寡頭政治的であったけれど
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も，政治組織は代議的民主政であった。 ・・・・(略)・

部族の共通の利益を妨衛し保護することが会議に委ねられた。民衆の聡

明と勇気と，また会議の知慧と洞察の如何に，部族の繁栄と存在はよった

のである O 彼らの他部族との絶えざる戦争によって.問題ならびに急迫せ

る事情が生じていたO そしてそれらに対応し処理するためにすべてのこれ

らの資質の行使が要求された。それ故に民衆的要素がその影響において支

配的となることは不可避であったO 一般に会議は，公共の問題について意

見を申出ようと欲するいかなる私人に対しても公開されたO 女子すらも彼

女ら自らが選んだ演説者を通してその意思および意見を示すことが許され

た。しかしながら，決定は会議によってなされた。満場一致がイロクォイ
(28) 

部族における会議の活動の根本的法則であったoJ 

以上のごとく，仏典に描かれた諸天の集会を検討することによって，その

モデルとなった氏族制社会の会議を復元してみたO スダンマ ・サパ は，

選出された議員により構成された代議制の形態をとる部族会議であったO こ

の会議は，周囲を囲繕する部族員たちに公開され，決定は満場一致を必要と

した。そして，このような会議によって代表される共同体すなわち gana， 
sanghaは，その存在基盤故に，限界を迎えたのであったO

N 

w 

S 

着座の模様を図示すると，左図の

ようになるだろう。

中央の太い円の中が Sudhamma

E sabha である。

円の外は，部族員(dibba 

parisa )が， Sudhamma 

sabhaを取り巻いて坐ったこと

を示す。



〈註〉

(1) ルイス・ H・モルガン(Lewi s H. Morgan) Ir古代社会.!l (青山道

雄訳，岩波文庫，上巻)の分析による。
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「人および純粋に人的関係に基礎を置くものであり，社会(societas ) 

として識別されうる。氏族 (gens)はこの組織の単位であり，古代におい

ては，統合の継次的段階として，氏族・胞族 (phratry)・部族(t r i be ) 

および部族の連合体 (confederacy)が生じている。そして部族の連合

体は民族あるいは国民 (popull1S)を構成したのであったO やや後期にお

いて，同一地域における部族の合ーは民族を形成し，独占的地域を占領す

る部族の連合体にとって代わった。このようなのが，氏族の出現後長期に

わたる古代社会の実際における普遍的組織であった。 J

「氏族社会は，それが見出されるところではどこでも，その構成的組織お

よび作用の原理は同一であり，ただ民族の進歩にともなって低度の形態か

ら高度の形態に変化しているに過ぎない。 Jつまり「人類の経験はほぼ斉

一の経験を通過したこと，すなわち類似の状態において人類の必要とした

ものは本質的に同一であった」と指摘される。 (P. 27-29) 

氏族制は，古代社会におけるほとんど普遍的な政治形態の方式を提供し，

それによって社会が組織されまた結合せられた手段であったo

(2) 宮坂宥勝 E仏教の起源.!l (山喜房仏書林， 1971) 

(3) Debiprasad Chattopadhyaya: "Lokayata， A Study in 

Ancient Indian Materia1ism" New De1hi， 1973. 
third edition. p.16o. 

(4) DN. I. P.91 

(5) The administrative business oI the c1an， and also 
the more important judical acts， were carried out 
in public assembly， at which young and old were 
alike present. The meetings were held in a mote-

hall田町一 a mere rooI supportej by pillars， without 
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wa11s. 工t is ca11ed santhagara， a technica1 term 

never used of the counci1 chamber of kings. 

T.W. Rhys Davids: "The Ear1y History of the 

Buddhists" p.176 ("The Cambridge History of 1ndia" 

vo1.1 Chapter V11) Cambridge 1922. 

(6) DN. 1. p.91 

(7) DN. 工1. p.159 

J4ーヴァーのマッラ族の公会堂 (DN. 工1. ，p.16ら)

ミーヴァーにUbbhatakaという新しい公会堂 (DN. 111. p.207) 

(8) AN. 1V. p.4o; Vin. 1. p.233 

(9) DN. 18. (11. p. 200~219) 

(l~ DN. 19. ( '1 1. p. 22 0 -2 5 2 ) 

叫 samiti，parisa， Samaya， Samajja etc. 

praj瓦patel}sabh瓦 vesman (Ch瓦ndogyopani宅adV1II. 

1ら.1)panca1an叫 I samitim (ibid. V.3.1) 

卵白c瓦1an句I parisadam (Brhad瓦ravyakopani~ad V1.2.1) 

A!~ha parisa. Khattiya-paris五， Brahmal!a-paris瓦，

Gahapati-parisa， S，amana-paris五， C五tummah亙rajika-

paris瓦， T五vatimsa-paris瓦， M亘ra-parisa，Brahma-

paris瓦. (DN. II1. p.26o; II. p.109: DN. 1工. p.85; 

Vin. 1. p.227) Sabhaggato v互 parisaggatov五 (Sn.

G 397) Yakl出血amsamitim (DN. 111. p.203) 

Samayo dani bhaddan te， bhikkhunam Samitim vanam. 

(DN. 11. p.259) 

同写9 Veda 1. 167・3
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帥 「女は弱く男は強い。ゆえに男たちはサパーに出席するが，女たちはさ

にあらず。 J
(Maitraya♀1 S叫lhita工V. 7.在)

~~ Mahaparinibbana-suttanta (DN. 11. p.73一75)

M DN. 11. p.73 

帥 ここに言う共同体とは氏族制共同体のことであり，国家組織下の村落共

同体とは区別されねばならない。氏族制共同体は，血縁組織の制約を受け

ており，複数の村落をもって部族に統合されている。一村落には数個の民

族の成員が混在しているため，一村落のみで完結することはない。

。ヵ Kuverassakho pana 

M互risaMahar瓦jassa

Vis瓦守瓦 n瓦mar瓦ja-dhani

Tasm瓦 KuveroMah瓦r亙ja

"Vessaval}o" ti pavuccati (DN. 111. p.201) 

「尊師よ，クヴェ ラ(多聞)天王には

ヴィサ ナーという名の都竣がある

それゆえに，多関天王は

『ヴェッサヴァナ OU (毘沙門)と呼ばれる」

この経は， r四天王は，多くのヤッカ軍，多くのガンダッパ軍，多くのク

ンパンダ軍，多くのナ ガ軍をもって J( catt瓦roMahar瓦j瓦

mahatiy瓦 caYakkha-senaya mahatiy瓦 caGandhabba由

senaya mahatiya ca Kumbhanda-senaya mahatiya ca 

N瓦ga-Sen瓦ya) 四方を守護して深夜に霊鷲山の世尊の許に参集し，四

天王を代表して毘沙門天王がAtanatiya rakkhaを語ったと伝え，そ

の At瓦n瓦!iya rakkhaの中に四天王の位置と谷属が述べられてい

る。

(At瓦n己主iya-suttanta，DN. 32. 4← 7， III. p~ 197-202 ) 
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四天王の位置と谷属をまとめてみると次のようになる。

東!南|西

王 IDhatara~!ha I Vir五lha Virupakkha 

Kumbhal}c1a I N瓦ga

同 パーリ経典では，一般に韻文は散文より古層に属する傾向があり，特

に Stockpassages or Suttasは最古層に属することが指摘さ

れているo (T.W. Rhys Davids: op. cit.， p.197) 
(19) DN. 11. p.173; II1. p.62 

~ DN. 11. p.258 

帥 Vin. II1. p.l士7

倒 Chattopadhyaya: op. cit.， p.589 
帥モルガン，前掲書. p.123 

倒 モルガンは，アメリカ・インディアンを観察し，彼らが 2つの等級の酋

長を有することを指摘した。世襲酋長と普通信長である。

「世襲酋長の地位は空位となるごとに幾度でも補充されたという意味に

いて氏族内で世襲的であったO しかしこれに反して普通信長の地位は個

人的な功績に酬いられて与えられ，そして個人とともに消滅したから，

非世襲的であった。のみならず，世襲酋長の任務は平和の事項にのみ限

られた。彼は世襲債長として戦場に出かけることは出来なかった。他方，

普通信長は個人的武勇，事務上の才能または会議における雄弁のために，

その地位についたので，氏族全体に対する権威においてはそれほどでは

なかったが，能力においては通常世襲信長より上位であった O 世襲信長

は本来，彼がそれの公認の首長である氏族に対する関係において存在し

たものであるが，一方，普通信長は本来，部族に対する関係において存

在し，その部族の会議に彼は世襲信長と同様にその議員でトあったのであ

る。 J (モノレガン， 前掲言. P. 107-8 ) 
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開 「氏族はその成員に授与されまた課せられた次のような権利・特権およ

び義務によって個別化され，またそれが氏族権 (jusgentilicium) 

をなしたのである。 J(モルガン，前掲書， P. 106-123 ) 
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的 のちに仏教では，四天王は善見城の四門に住して，会議を聞く帝釈と諸

天に，世間の善悪を報告すると考えられるようになる。

「是四天王。於善法堂。世間善悪。奏聞帝稗及明利天。

是四王大臣
4 八日巡天下

四天王太子 十四観世間

十五時最勝 四王好名潤

故自行世間 観察諸善悪

是時四天王 上善法堂所

諸天大集合 奏聞諸善悪、 j

"1弗説立世阿見曇論巻第二」天住廃品第八

(大正. 32巻， P. 184b-185b) 

これはそルガンが観察した「信仰の番人 J( Keepers oI the 

Fai th )の役割の一部と符号することを指摘しておきたい。

各氏族は，男女の信仰の番人の一群を備えており，彼らは祭典挙行を託

された。この役に各氏族によって推薦された人の数は，宗教に対する各氏

族の忠誠を証するものとみなされた。彼らは祭典挙行の日取りを定め，挙

式に必要な準備をなし，職務上「信仰の番人」であった部族の世襲信長お

よび普通酋長とともに儀式を司った。彼らは職務上の指揮者をもたず，ま

た司祭職の標識もなく，彼らの権能は平等であった。彼らの数は，ほとん

ど信長と同じくらい多く，各氏族の呪術師および主婦によって選ばれ，男

女ほとんど同数が選定された。彼らは，人民の悪行を会議に報告する権利

を有する監察官であった。(モルガン.ii調書， P.1l9-120， 127--8) 

帥モルガン，前掲書， P.163-4 


